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【
通
知
カ
ー
ド
が
送
付
さ
れ
ま
す
】

　

10
月
以
降
、
茂
原
市
に
住
民
票

を
有
す
る
全
て
の
方
に
、
12
桁
の

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
氏
名
・
住
所
・

生
年
月
日
・
性
別
が
記
載
さ
れ
た

「
通
知
カ
ー
ド
」
が
、
簡
易
書
留

に
て
送
付
さ
れ
ま
す
。
紛
失
し
な

い
よ
う
、
大
切
に
保
管
し
て
く
だ

さ
い
。

　

ま
た
、
不
在
等
で
受
け
取
れ
な

か
っ
た
場
合
に
は
、
忘
れ
ず
に
再

配
達
の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

転
居
に
よ
る
住
所
変
更
、
氏
名

変
更
な
ど
の
お
手
続
き
に
際
し
て
、

変
更
内
容
を
カ
ー
ド
に
記
載
す
る

必
要
が
あ

り
ま
す
。

お
手
続
き

の
際
に
は

必
ず
通
知

カ
ー
ド
を

持
参
し
て

く
だ
さ
い
。

　

な
お
、「
通
知
カ
ー
ド
」
に
は

顔
写
真
が
入
っ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、

各
種
申
請
の
際
の
本
人
確
認
書
類

に
は
、
別
途
顔
写
真
が
入
っ
た
証

明
書
な
ど
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

【
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
住

民
票
の
住
所
地
で
受
け
取
る
こ
と

が
出
来
な
い
方
】

　

次
の
理
由
に
よ
り
住
所
地
に
お

い
て
「
通
知
カ
ー
ド
」
の
送
付
を

受
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
方
は
、

「
居
所
情
報
登
録
申
請
書
」
を
９

月
25
日
ま
で
に
住
民
票
の
あ
る
市

区
町
村
に
持
参
ま
た
は
郵
送
し
て

く
だ
さ
い
。

①
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
災
者

で
、
住
所
地
以
外
の
居
所
に
避

難
さ
れ
て
い
る
方

②
Ｄ
Ｖ
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
、

児
童
虐
待
等
の
被
害
者
で
、
住

所
地
以
外
の
居
所
に
移
動
さ
れ

て
い
る
方

③
一
人
暮
ら
し
で
、
長
期
間
、
医

療
機
関
・
施
設
に
入
院
・
入
所

さ
れ
て
い
る
方
な
ど

※
申
請
書
・
添
付
書
類
の
詳
細
は

お
近
く
の
市
区
町
村
、
総
務
省

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w
w
.soum

u.go.jp/
kojinbango_card/

）

　

相
談
機
関
で
入
手
ま
た
は
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
（
社
会

保
障
・
税
番
号
制
度
）」
の
詳
細
は
、

内
閣
官
房

http://w
w
w
.cas.go.jp/jp/

seisaku/bangoseido/

お
問
い
合
わ
せ
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

☎
０
５
７
０
⒇
０
１
７
８
（
全
国

共
通
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

お
問
い
合
わ
せ
は
、

市
民
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
０
２
、5
⒇
１
６
０
０
へ
。

※通知カードイメージ

個人番号　◯◯◯……○○○

生年月日　◯年□月△日
性別　　　女
氏　　名　番号花子
住　　所　△県○市□町1-1-1

『
マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）』を
お
知
ら
せ
し
ま
す

　
10
月
５
日
よ
り
「
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号

の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
」（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
）
が
施
行
さ
れ
ま
す
。

「もばら生活ガイドブック」�
� 2015年版を発行します
　市の行政情報や公共施設、医療機関等の情報をま
とめた「もばら生活ガイドブック」を、市と㈱ゼン
リンが協働で発行します。配布は12月頃を予定し
ており、市内全世帯に順次無料で配布します。
　本ガイドブックは、市と同社の官民協働事業によ
り作成されるもので、発行・配布に要する費用は、
市の予算をかけずにすべて広告掲載料でまかなわれ
ます。
◆「もばら生活ガイドブック」に掲載する広告を募
集します！
　㈱ゼンリンの社員が企業、事業所、商店などを訪
問し、広告掲載を募集します。ガイドブックの内容
は秘書広報課に、広告掲載については㈱ゼンリンに
お問い合わせください。

お問い合わせは、秘書広報課（３階）
☎（20）１５１２、5（20）１６０１へ。
㈱ゼンリン　☎043（261）００４３へ。

　

市
で
は
、
６
月
４
日
か
ら
７
月

３
日
ま
で
、「
茂
原
市
ま
ち
づ
く

り
条
例
素
案
」
に
つ
い
て
、
パ
ブ

リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
（
市
民
意
見
募

集
）手
続
き
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、

７
人
の
方
か
ら
、
77
件
の
ご
意
見

を
お
寄
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

　

い
た
だ
い
た
ご
意
見
に
対
す
る

市
の
考
え
に
つ
い
て
は
、
企
画
政

策
課
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
に
て
公
表
し

て
い
ま
す
。

　

な
お
、
５
件
の
ご
意
見
を
条
例

案
に
反
映
し
、
議
案
と
し
て
９
月

議
会
へ
上
程
す
る
予
定
で
す
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

企
画
政
策
課
（
４
階
）

☎
⒇
１
５
１
６
、5
⒇
１
６
０
３
へ
。

茂
原
市
ま
ち
づ
く
り
条
例
案
の

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
結
果


